
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
フ
レ
ン
ド
シ
ッ

プ
パ
ー
テ
ィ
ー

□日
９
月
25
日
㈰　

午
前
10
時
30
分
〜
午
後

２
時

□場
お
あ
し
す
多
目
的
ホ
ー
ル　

□内
外
国
の
方
に
よ
る
日
本
語
の
ス
ピ
ー
チ

や
民
族
の
踊
り
、
い
ろ
い
ろ
な
国
の
屋
台

（
一
品
100
円
）
な
ど

□問
市
民
参
加
推
進
課
☎
982
・
９
６
８
５

環
境
フ
ェ
ス
タ
み
さ
と
２
０
１
６
＆
第
44

回
三
郷
市
消
費
生
活
展

□日
９
月
25
日
㈰　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

□場
三
郷
市
役
所
南
側
市
民
駐
車
場
な
ど

□内
▼
環
境
フ
ェ
ス
タ=

廃
材
を
使
っ
た
ク

ラ
フ
ト
体
験
、
地
産
品
の
販
売
な
ど
▼
三

郷
市
消
費
生
活
展
＝
く
ら
し
に
役
立
つ
情

報
を
満
載
し
た
出
展
、
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ

ト
な
ど

□問
▼
環
境
フ
ェ
ス
タ
み
さ
と
２
０
１
６
＝

ク
リ
ー
ン
ラ
イ
フ
課
☎
930
・
７
７
１
５
▼

三
郷
市
消
費
生
活
展
＝
広
聴
室
☎
930
・
７

７
２
４

草
加
宿
場
ま
つ
り

□日
10
月
２
日
㈰　

午
前
10
時
〜
午
後
５
時

□場
草
加
駅
、
旧
日
光
街
道
沿
い
周
辺

□内
甲
冑
武
者
な
ど
の
仮
装
パ
レ
ー
ド
「
大

名
行
列
」
や
み
こ
し
パ
レ
ー
ド
な
ど

□問
草
加
宿
場
ま
つ
り
実
行
委
員
会
事
務
局

（
み
ん
な
で
ま
ち
づ
く
り
課
内
）
☎
922　
・

０
７
９
６

第
27
回
こ
し
が
や
薪
能

□日
９
月
17
日
㈯　

午
後
６
時
〜
（
午
後
４

時
50
分
開
場
）※
荒
天
中
止

□場
日
本
文
化
伝
承
の
館
こ
し
が
や
能
楽
堂

□内
能
「
井
筒
」
、
狂
言
「
伯
母
ヶ
酒
」
、

舞
囃
子
「
高
砂
」
な
ど

□費
大
人
３
５
０
０
円
、
学
生
１
０
０
０
円

（
全
席
自
由
）

□申
生
涯
学
習
課
、
こ
し
が
や
能
楽
堂
、
サ

ン
シ
テ
ィ
で
前
売
券
を
販
売※

当
日
券
は

午
後
１
時
か
ら
こ
し
が
や
能
楽
堂
で
販
売

□問
生
涯
学
習
課
☎
963
・
９
３
０
７

ま
つ
ぶ
し
町
民
ま
つ
り
２
０
１
６

□日
10
月
16
日
㈰　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

30
分

□場
松
伏
記
念
公
園
な
ど

□内
宮
城
県
亘
理
郡
山
元
町
特
産
品
等
販
売

ブ
ー
ス
、
ま
つ
ぶ
し
〇×

ク
イ
ズ
２
０
１

６
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
シ
ョ
ー
、
鼓
笛
隊
、

ダ
ン
ス
、
模
擬
店
・
バ
ザ
ー
コ
ー
ナ
ー
、

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
コ
ー
ナ
ー
な
ど

□問
ま
つ
ぶ
し
町
民
ま
つ
り
実
行
委
員
会
事

務
局
（
環
境
経
済
課
内
）
☎
991　
・
１
８
５

４

■
一
般
書

「
ね
な
い
こ
は
わ
た
し
」　
　
　
　
　
　

せ
な　

け
い
こ　

作
・
絵

「
大
沼
ワ
ル
ツ
」　
　
　
　
　
　
　
　
　

谷
村　

志
穂　

著

「
月
刊
『
小
説
』
」　
　
　
　
　
　
　
　

松
波　

太
郎　

著

「
ス
タ
フ
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
尾　

秀
介　

著

「
美
し
い
距
離
」　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
崎　

ナ
オ
コ
ー
ラ　

著

■
児
童
書

「
ウ
ソ
の
よ
う
な
現
実
の
大
図
鑑
」　
　

ア
ン
ド
レ
ア
・
ミ
ル
ズ　

著

「
ロ
ケ
ッ
ト
じ
ど
う
は
ん
ば
い
き
」　
　

　
　
　
　
　

山
口　

タ
オ　

作

「
世
界
一
の
三
人
き
ょ
う
だ
い
」　
　
　

グ
ー
ド
ル
ン
・
メ
プ
ス　

作

「
し
げ
ち
ゃ
ん
と
じ
り
つ
さ
ん
」　
　
　

室
井　

滋　

作

「
ふ
し
ぎ
な
カ
サ
や
さ
ん
」　
　
　
　
　

み
や
に
し　

た
つ
や　

作
・
絵
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八
幡
・
八
條
図
書
館 

３
日
㈪
・
11
日
㈫
・
17
日
㈪
・
24
日
㈪
・

31
日
㈪

八
幡
図
書
館
特
別
整
理
休
館 

４
日
㈫
〜
７
日
㈮

八
條
図
書
館
特
別
整
理
休
館

18
日
㈫
〜
21
日
㈮

駅
前
出
張
所
図
書
窓
口

毎
週
土
・
日
曜
日
、
10
日
㈷

■
10
月
の
休
館
日

　
新
し
く
入
っ
た
両
館
所
蔵
の
図
書
の

一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

おしらせHOTコーナー

行
とっ
て
み
た
い
な

な
り
ま
ち

三
郷
市

松
伏
町

草
加
市

越
谷
市た

き
ぎ
の
う

平成26年度受診率

区　　分

３年連続受診率

37.2%

24.6%

37.2%

八潮市 埼玉県平均

26.0%

　八潮市の平成26年度特定健診受診率は埼玉県平均
と同率ですが、3年連続受診率は下回っています。

　糖尿病などの生活習慣病は、自覚症状
がないまま悪化するといわれています。
正常値であっても、毎年受診して、検査
数値の変化を確認することがとても重要
です。
　毎年健診を受けて、ご自身の健康管理
に役立てましょう。

継続した受診をお勧めします！
特定健診を受けましょう特定健診を受けましょう

□問国保年金課☎○内 ８２５

　スマートフォンで歌手の動画を見ようとして動画サイトをタップ
したところ、表示された18歳以上か否かの年齢確認ボタンをタップ
してしまい、「有料アダルトサイトの登録が完了しました。料金は
10万円です」という画面が表示されて、会員に登録されてしまっ
た。表記されていた連絡先に、自宅の固定電話から電話をして「誤
作動なので取り消してほしい」と伝えたところ、業者からは「登録
は完了している。10万円を支払う義務がある」と言われた。その後
も業者から自宅の固定電話に支払催促の電話がかかってくる。

　近年、全国の消費生活センターに寄せられる相談の中で最も多い
のが、アダルトサイトに関する相談です。「有料だと思わずにサイ
トを見ていたところ、突然、料金の請求画面が表示された」といっ
た事例のようにスマートフォンで他のサイトを閲覧しようとしてト
ラブルになるケース、過去に有料アダルトサイトに登録してあった
として高額な利用料を請求されるケースなどが見られます。
　ところで、アダルトサイトのような映像送信型性風俗特殊営業は、
特定商取引に関する法律のガイドラインに沿ったサービス利用申し
込み画面を構成しなければいけません。しかし、ワンタップやワン
クリックで登録が完了したとするアダルトサイトには、そのような
申し込み画面がありません。申し込みがないのであれば、契約は成
立しません。仮に契約が成立し得るとしても、その手口や高額な利
用料からすると、暴利行為や錯誤として契約が無効となる余地があ
ります。
　事例のケースはもちろんのこと、アダルトサイトにアクセスした
ことがあるとしても突然に高額な請求を受けるような場合は、支払
義務がないのがほとんどです。そこで、業者に決して支払いをせず
に、まずは最寄りの消費生活センターなどに相談しましょう。また、
個人情報を与えてしまうため、業者には決してこちらから連絡をし
てはいけません。
□問埼玉弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８　土屋（弁護士）

吉
川
市

○
八
條
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
２
日
㈰
・
９
日
㈰
・
16
日

㈰　

午
前
11
時
〜

▼
一
般
向
け
＝
９
日
㈰
・
23
日
㈰
・
30
日

㈰　

午
後
２
時
〜

○
八
幡
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
９
日
㈰
・
23
日
㈰　

午
後

２
時
〜

※

上
映
内
容
な
ど
、
詳
し
く
は
、
図
書
館

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
10
月
の
上
映
会
の
日

ふ
れ
あ
い
福
祉
コ
ー
ナ
ー

　

お
お 

ぬ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   　
　
た
に 

む
ら　
　

   

し    

ほ

　

げ
っ 

か
ん　
　

 

し
ょ
う
せ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   　
　

ま
つ 

な
み　
　
　

 

た   

ろ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　

  

み
ち  

お　
　

   

し
ゅ
う
す
け

 

う
つ
く　
　
　
　
　

き
ょ　

り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

や
ま 

ざ
き

   　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

げ
ん  

じ
つ　
　
　

だ
い  

ず　

か
ん　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

    　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　
　
　
　
　

 　
　

 

や
ま 

ぐ
ち

　

 

せ　

か
い 

い
ち　
　
　

さ
ん 

に
ん

　
　

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

む
ろ  

い　
　
　

 

し
げ
る

法律相談コラム法律相談コラム
法律相談などで多い事例とそのアドバイス

事例

問題点と解決策

急増するアダルトサイトに関する相談
～業者にお金は支払わずに最寄りの消費生活センター
などにご相談を。業者には決して連絡しないように！～

方▼
健
康
に
不
安
を
抱
え
て
い
る
方
で
、
65

歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
お
よ
び

高
齢
者
の
み
の
世
帯
の
方

▼
要
介
護
認
定
３
以
上
を
受
け
て
い
る
方

で
、
同
居
家
族
か
ら
支
援
を
受
け
ら
れ
な

い
方
（
在
宅
の
方
の
み
）

▼
身
体
障
害
者
手
帳
を
有
す
る
方
の
う
ち
、

障
が
い
の
等
級
が
１
〜
２
級
の
認
定
を
受

け
て
い
る
方

▼
知
的
障
が
い
や
精
神
障
が
い
が
あ
る
方

▼
難
病
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方

▼
本
人
の
力
で
避
難
す
る
こ
と
が
難
し
い

妊
産
婦
や
乳
幼
児
、
日
本
語
の
理
解
が
十

分
で
は
な
い
外
国
人
な
ど

　

八
潮
市
災
害
時
要
援
護
者
避
難
支
援
個

　

市
で
は
、
災
害
時
の
安
否
確
認
や
避
難

誘
導
な
ど
の
支
援
を
迅
速
か
つ
円
滑
に
行

う
た
め
、
災
害
時
に
自
力
で
避
難
が
で
き

ず
、
支
援
を
必
要
と
す
る
方
を
対
象
に
災

害
時
要
援
護
者
名
簿
へ
の
登
録
を
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

　

こ
の
名
簿
は
、
市
の
関
係
部
署
、
消
防

署
、
社
会
福
祉
協
議
会
、
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
、
草
加
警
察
署
、
居
住
す
る
地

域
の
町
会
・
自
治
会
、
自
主
防
災
組
織
、

民
生
委
員
・
児
童
委
員
、
担
当
の
ケ
ア
マ

ネ
ジ
ャ
ー
、
個
別
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い

る
支
援
者
に
提
供
し
、
災
害
時
の
安
否
確

認
や
避
難
支
援
な
ど
に
役
立
て
ま
す
。

　

本
人
や
家
族
の
力
だ
け
で
は
避
難
が
難

し
い
方
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

別
計
画
書
兼
登
録
申
請
書
（
社
会
福
祉
課
、

長
寿
介
護
課
、
障
が
い
福
祉
課
、
市
内
公

共
施
設
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
入

手
）
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
窓
口
ま
た

は
郵
送
で
社
会
福
祉
課
へ

※

支
援
に
必
要
な
個
人
情
報
を
避
難
支
援

者
に
提
供
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
た
だ

き
ま
す
。
ま
た
、
登
録
情
報
に
変
更
が
あ

っ
た
場
合
は
、
届
け
出
が
必
要
で
す
。

▼
日
頃
か
ら
地
域
の
方
と
の
交
流
を
深
め
、

ど
の
よ
う
な
支
援
が
必
要
か
話
し
合
っ
て

く
だ
さ
い
。

▼
防
災
訓
練
な
ど
に
積
極
的
に
参
加
し
、

避
難
経
路
や
危
険
箇
所
、
避
難
所
な
ど
を

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
日
常
生
活
で
必
要
と
な
る
物
を
い
つ
で

も
持
ち
出
せ
る
よ
う
に
準
備
し
て
く
だ
さ

い
。

▼
町
会
・
自
治
会
に
加
入
し
て
い
な
い
方

は
、
積
極
的
に
加
入
し
て
く
だ
さ
い
。

□問
社
会
福
祉
課
☎
○内
８
２
２

災
害
時
要
援
護
者
の
登
録

要
援
護
者
と
は

要
援
護
者
情
報
の
登
録
方
法

登
録
す
る
皆
さ
ん
へ
の
お
願
い

い　

づ
つ

た
か  

さ
ご

ま
い  

ば
や　
し

か
っ
ち
ゅ
う

  

お　

 

ば　

 

が　

さ
け


